
り災ごみを搬入するまでの流れについて

【注意事項】
・り災者が運転できない場合、同乗していただく必要があります。

廃棄物減量推進課　指導係
TEL 077-528-2802
FAX 077-523-2423

（現場確認が不要の場合）

確認 

• 「り災証明」をご用意ください。（未発行の場合は、管轄の消防
署へ申請してください。減免申請には「り災証明」が必要で
す。） 

• り災現場の写真及び搬入するごみの写真、印鑑をお持ちの
上、大津市役所新館３階にある廃棄物減量推進課窓口でご
相談ください。 

申請 

• 搬入申請書、減免申請書等を提出していただきます。 

• 搬入日、搬入時の車両情報（車番、車種、運転者）が必要と
なります。 

搬入 
• 搬入計画書に従い、施設に搬入していただきます。 

完了 
• 搬入が終了し、余った搬入許可証があれば返却してください。 


